
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
道
路
の
区
域
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一

公
　
　
　
告

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二

○
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
及
び
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出
…
…
…
…
…
二
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
の
変
更
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五

○
農
業
振
興
地
域
の
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六

○
家
畜
商
講
習
会
の
開
催
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六

○
公
共
測
量
の
終
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七

そ
　
の
　
他

○
漁
業
法
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
取
扱
い
の
制
限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
二
月
十
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
四
〇
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
市
牧
丘
町
倉
科
字
向
山
七
一
一
三
番
の
四
地

旧

二
三
・
八
〜

二
〇
・
〇

先
か
ら

七
四
・
〇

山
梨
市
牧
丘
町
倉
科
字
向
山
七
一
一
四
番
の
二
地

先
ま
で

新

二
九
・
二
〜

二
〇
・
〇

七
四
・
〇

山
梨
県
告
示
第
二
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
中
北
建
設
事
務
所

（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
の
年
月
日

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置

南
ア
ル
プ
ス
市
藤
田
字
八
丁
一
九
二
番
七

三
　
指
定
道
路
の
幅
員

最
大
四
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
　
最
小
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長

六
七
・
一
四
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

'

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
者
を
指
定
障
害
者
支
援
施
設
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

一
月
二
十
四
日

第
二
千
百
五
号

月　曜　日



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
内
容
主
た
る
対
象
者

社
会
福
祉
法
人

麦
の
家

甲
府
市
心
経
寺
町
四

生
活
介
護

身
体
障
害
者
（

友
好
福
祉
会

九
〇
番
一

肢
体
不
自
由
者

に
限
る
。）

施
設
入
所
支
援
身
体
障
害
者
（

肢
体
不
自
由
者

に
限
る
。）

社
会
福
祉
法
人

穴
山
の
里

韮
崎
市
穴
山
町
五
一

生
活
介
護

身
体
障
害
者
・

信
和
会

六
四
番

知
的
障
害
者

施
設
入
所
支
援
身
体
障
害
者
・

知
的
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

敷
島
緑
陽
園

甲
斐
市
牛
句
二
〇
二

生
活
介
護

知
的
障
害
者

三
井
福
祉
会

七
番
三

施
設
入
所
支
援
知
的
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

障
害
者
支
援
施
設

都
留
市
大
幡
五
一
一

生
活
介
護

知
的
障
害
者

山
梨
福
祉
事
業

宝
山
寮

八
番

会

施
設
入
所
支
援
知
的
障
害
者

自
立
訓
練
（
生
知
的
障
害
者

活
訓
練
）

社
会
福
祉
法
人

そ
だ
ち
園

山
梨
市
牧
丘
町
室
伏

生
活
介
護

知
的
障
害
者

そ
だ
ち
会

一
八
六
一
番

施
設
入
所
支
援
知
的
障
害
者

'

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
者
を
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
内
容
主
た
る
対
象
者

社
会
福
祉
法
人

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

富
士
吉
田
市
上
暮
地

共
同
生
活
援
助
知
的
障
害
者
・

不
二
の
里
森
福

し
ら
糸

五
丁
目
二
番
二
十
四

精
神
障
害
者

祉
会

号

社
会
福
祉
法
人

ラ
・
ピ
エ
ー
ノ
Ⅲ

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野

共
同
生
活
介
護
知
的
障
害
者
・

深
敬
園

二
〇
一
八
番
一

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

蒼
渓
会
ケ
ー
ル

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者
・

蒼
渓
会

三
二
三
六
番
二

Ｂ
型

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

障
害
福
祉
サ
ー
ビ

富
士
吉
田
市
大
明
見

自
立
訓
練
（
生
知
的
障
害
者

あ
り
ん
こ

ス
事
業
所
あ
り
ん

一
六
九
六
番

活
訓
練
）

こ

就
労
移
行
支
援
身
体
障
害
者
・

知
的
障
害
者

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者
・

Ｂ
型

知
的
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

ワ
ー
ク
コ
ー
ト
大

甲
州
市
大
和
町
初
鹿

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者
・

山
の
都
福
祉
会

和

野
一
六
七
八
番
一
八

Ａ
型

知
的
障
害
者
・

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

忍
野
村
指
定
障
害

南
都
留
郡
忍
野
村
忍

居
宅
介
護

身
体
障
害
者
・

忍
野
村
社
会
福

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

草
一
四
四
五
番
一

知
的
障
害
者
・

祉
協
議
会

業
所

障
害
児
・
精
神

障
害
者

重
度
訪
問
介
護
身
体
障
害
者
・

障
害
児

社
会
福
祉
法
人

Ｂ
ｒ
ｅ
ａ
ｄ
＆
Ｂ

南
巨
摩
郡
身
延
町
身

就
労
移
行
支
援
身
体
障
害
者
・

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

二
二



深
敬
園

ｕ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ

延
三
六
三
七
番

知
的
障
害
者
・

精
神
障
害
者

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者
・

Ｂ
型

知
的
障
害
者
・

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

勝
沼
授
産
園

甲
州
市
勝
沼
町
小
佐

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者
・

ぶ
ど
う
の
里

手
六
三
三
番
一

Ａ
型

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

（
主
た
る
事
業
所

山
梨
市
下
石
森
五
二

生
活
介
護

知
的
障
害
者

ぶ
ど
う
の
里

）
山
梨
授
産
園

四
番
三

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者

Ｂ
型

（
従
た
る
事
業
所

笛
吹
市
石
和
町
四
日

生
活
介
護

知
的
障
害
者

）
石
和
授
産
園

市
場
一
六
三
二
番
四

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者

Ｂ
型

社
会
福
祉
法
人

友
の
丘

北
杜
市
須
玉
町
小
倉

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者
・

新
友
会

二
七
〇
九
番

Ａ
型

精
神
障
害
者

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者
・

Ｂ
型

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

ふ
れ
ん
ど
り
ー
・

北
杜
市
須
玉
町
比
志

共
同
生
活
介
護
知
的
障
害
者
・

新
友
会

ゆ
う

三
六
二
一
番
三
一

精
神
障
害
者

共
同
生
活
援
助
知
的
障
害
者
・

精
神
障
害
者

特
定
非
営
利
活

甲
斐
志
麻
の
里
フ

甲
斐
市
島
上
条
一
二

就
労
移
行
支
援
身
体
障
害
者
・

動
法
人
甲
斐
志

ァ
ー
ム

七
七
番
一

知
的
障
害
者
・

麻
の
里
フ
ァ
ー

精
神
障
害
者

ム

特
定
非
営
利
活

就
労
支
援
セ
ン
タ

都
留
市
上
谷
五
丁
目

就
労
移
行
支
援
身
体
障
害
者
（

動
法
人
ヒ
ュ
ー

ー
い
ち
ご
い
ち
え

六
番
二
二
号

視
覚
障
害
、
聴

マ
ン
・
サ
ポ
ー

覚
・
言
語
障
害

ト
翼

又
は
内
部
障
害

を
有
す
る
者
に

限
る
。
）
・
知

的
障
害
者
・
精

神
障
害
者

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者
（

Ｂ
型

視
覚
障
害
、
聴

覚
・
言
語
障
害

又
は
内
部
障
害

を
有
す
る
者
に

限
る
。
）
・
知

的
障
害
者
・
精

神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

と
も
ろ
う
ら
ん
ど

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者
・

深
敬
園

二
九
三
九
番
一

Ａ
型

知
的
障
害
者
・

精
神
障
害
者

株
式
会
社
ダ
ー

さ
く
ら
・
介
護
ス

上
野
原
市
松
留
八
四

居
宅
介
護

身
体
障
害
者
・

ル
・
フ
ル
ー
ト

テ
ー
シ
ョ
ン
上
野

七
番

知
的
障
害
者
・

原

障
害
児
・
精
神

障
害
者

重
度
訪
問
介
護
身
体
障
害
者
・

障
害
児

社
会
福
祉
法
人

ア
グ
リ
ー
ブ
み
の

南
巨
摩
郡
身
延
町
大

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者
・

ひ
と
ふ
さ
の
葡

ぶ

島
二
七
一
三
番

Ｂ
型

知
的
障
害
者
・

萄

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

梨
保
ホ
ー
ム

南
ア
ル
プ
ス
市
百
々

共
同
生
活
援
助
知
的
障
害
者
・

山
梨
県
手
を
つ

一
六
六
八
番
二
二
四

精
神
障
害
者

な
ぐ
親
の
会

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

二
三



特
定
非
営
利
活

山
梨
コ
ア
ラ

上
野
原
市
上
野
原
四

居
宅
介
護

身
体
障
害
者
・

動
法
人
山
梨
コ

〇
七
八
番

知
的
障
害
者
・

ア
ラ

障
害
児
・
精
神

障
害
者

重
度
訪
問
介
護
身
体
障
害
者
・

障
害
児

株
式
会
社
虹
の

虹
の
郷
甲
府

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西

居
宅
介
護

身
体
障
害
者
・

郷

条
三
七
九
八
番

知
的
障
害
者
・

障
害
児
・
精
神

障
害
者

重
度
訪
問
介
護
身
体
障
害
者
・

障
害
児

有
限
会
社
ゆ
た

訪
問
介
護
ゆ
た
か

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押

居
宅
介
護

身
体
障
害
者
（

か

越
一
七
〇
〇
番

肢
体
不
自
由
・

視
覚
障
害
を
有

す
る
者
に
限
る

。
）
・
知
的
障

害
者
・
精
神
障

害
者

重
度
訪
問
介
護
身
体
障
害
者
（

肢
体
不
自
由
・

視
覚
障
害
を
有

す
る
者
に
限
る

。
）

特
定
非
営
利
活

自
立
支
援
セ
ン
タ

西
八
代
郡
市
川
三
郷

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者
・

動
法
人
め
ぐ
み

ー
め
ぐ
み
園

町
市
川
大
門
四
七
九

Ｂ
型

知
的
障
害
者
・

園

六
番
一

精
神
障
害
者

特
定
非
営
利
活

ケ
ア
ホ
ー
ム
・
オ

甲
府
市
古
上
条
町
三

共
同
生
活
介
護
知
的
障
害
者
・

動
法
人
障
害
者

リ
ー
ブ
第
二
（
古

九
八
番
一
〇

精
神
障
害
者

地
域
生
活
サ
ポ

上
条
）

ー
ト
・
オ
リ
ー

ブ

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
北
杜
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
字
風
越
六
三
三
五
・
六
三
三
七
の
一

仲
澤
一
美

（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、

字
桜
平
六
五
二
〇
の
一
、
六
五
二
〇
の
二
、
六
五
二
一
の
二
、

六
五
二
四
の
一

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

a

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
桜
平
六
五
二
〇
の
二
・
六
五
二
一
の
二
・
六
五
二
四
の
一
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

s

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
北
杜
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

二
四



平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日
山
梨
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
韮
崎
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

韮
崎
市
神
山
町
武
田
字
南
反
保
四
四
五
の
五

石
原
利
介

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

a

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

s

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
韮
崎
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日
山
梨
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
及
び
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十

三
年
五
月
二
十
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
株
式
会
社
旅
日
記
　
代
表
取
締
役
　
志
村
忠
良

２
　
住
所
　
山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
千
六
百
七
十
九
番
地

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル
甲
府
昭
和
店

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
千
百
二
十
五
番
地
外

２
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

駐
輪
場
の
位
置

届
出
の
図
面
の
と
お
り

届
出
の
図
面
の
と
お
り

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置

届
出
の
図
面
の
と
お
り

届
出
の
図
面
の
と
お
り

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時

二
十
四
時
間

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

ま
で

３
　
変
更
の
年
月
日

（一）

荷
さ
ば
き
施
設
（
Ｎ
ｏ
・
１
）
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
日

（二）

駐
輪
場
の
位
置
、
荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
荷
さ
ば
き
施
設
（
Ｎ
ｏ
・
２
）
に
お
い
て
荷

さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
九
日

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十

三
年
五
月
二
十
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

二
五



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
株
式
会
社
ア
ル
ペ
ン
　
代
表
取
締
役
　
水
野
泰
三

２
　
住
所
　
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二
丁
目
九
番
四
十
号

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
ス
ポ
ー
ツ
デ
ポ
甲
府
昭
和
イ
ン
タ
ー
店

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
徳
行
五
丁
目
十
二
番
三
十
号

２
　
変
更
し
た
事
項

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（
仮
称
）
ス
ポ
ー
ツ
デ
ポ
甲
府
ス
ポ
ー
ツ
デ
ポ
甲
府
昭
和
イ
ン

昭
和
イ
ン
タ
ー
店

タ
ー
店

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
五
丁
目
千
山
梨
県
甲
府
市
徳
行
五
丁
目
十

地

七
百
三
十
八
│
一
外
及
び
山
梨
二
番
三
十
号

県
甲
斐
市
富
竹
新
田
字
郷
河
原

千
九
百
二
十
七
外

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日

'

農
業
振
興
地
域
の
区
域
の
変
更

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
業
振
興
地
域
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
変
更
に
係
る
農
業
振
興
地
域
名

富
士
川
農
業
振
興
地
域
及
び
富
士
河
口
湖
・
鳴
沢
農
業
振
興
地
域

二
　
変
更
に
係
る
区
域

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
農
政
部
農
村
振
興
課
及
び
各
農
務
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

'

家
畜
商
講
習
会
の
開
催

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜
商
講

習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
催
の
日
時
及
び
場
所

１
　
日
時

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
三
日
（
水
）
及
び
同
月
二
十
四
日
（
木
）

午
前
八
時
四
十
五
分

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

２
　
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
九
番
十
一
号
　
県
民
会
館
四
〇
一
会
議
室

二
　
講
習
の
内
容

１
　
家
畜
の
取
引
に
関
す
る
法
令
　
四
時
間

２
　
家
畜
の
疾
病
、
悪
癖
及
び
機
能
障
害
　
六
時
間

３
　
家
畜
の
品
種
及
び
特
徴
　
四
時
間

三
　
受
講
手
続

受
講
希
望
者
は
、
講
習
手
数
料
三
千
五
百
二
十
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
及
び
写

真
（
受
講
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
、
無
帽
、
上
半
身
像
の
も
の
）
一
枚
を
貼
り
付
け
た
家
畜

商
講
習
会
受
講
申
請
書
を
、
平
成
二
十
三
年
二
月
十
日
（
木
）
ま
で
に
山
梨
県
農
政
部
畜
産
課
に
提

出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
家
畜
商
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
第
一
条
の

四
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
講
習
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
獣
医
師
免
許
証
又
は

家
畜
人
工
授
精
師
免
許
証
の
写
し
を
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と
。

四
　
そ
の
他

１
　
講
習
会
用
テ
キ
ス
ト
が
必
要
な
者
は
、
申
請
時
に
申
し
込
む
こ
と
。
テ
キ
ス
ト
は
、
講
習
会
の

当
日
に
、
会
場
で
実
費
配
布
す
る
。

２
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
農
政
部
畜
産
課
（
電
話
〇
五
五
―
二
三
七
―
一
一
一
一
内
線
五
二

五
七
番
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

'

公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
一
月
七
日
付
け
で
笛
吹
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を

終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

二
六



平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
公
共
測
量
（
土
地
区
画
整
理
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
笛
吹
市
松
本
地
域

'

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

融
雪
剤
散
布
機
　
八
台

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
出
納
局
管
理
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
三
年
一
月
六
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
キ
ム
ラ
　
山
梨
県
甲
府
市
国
母
五
丁
目
十
番
十
七
号

五
　
落
札
金
額

四
千
六
百
十
万
七
千
六
百
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
六
日

そ
　
の
　
他

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
、
水
産
動
植
物
の
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
　
長
　
　
平
　
　
山
　
　
公
　
　
明

一
　
指
示
内
容

わ
か
さ
ぎ
お
よ
び
そ
の
卵
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
的
研
究
機
関
が
試
験
研
究
の
用

に
供
す
る
た
め
及
び
河
口
湖
漁
業
協
同
組
合
が
河
口
湖
の
わ
か
さ
ぎ
資
源
増
殖
の
た
め
に
採
捕
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

二
　
指
示
の
区
域

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
の
奥
川
全
域
及
び
奥
川
と
の
合
流
点
か
ら
湖
岸
線
ま
で
の
河
口
湖
の
水
面

三
　
指
示
の
期
間

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
四
月
三
十
日
ま
で

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

二
七



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日

二
八


